
問１―１ 

（対政府参考人） 
４月５日 衆・内閣委 稲富 修二 君 
問１（対政府参考人）．フリーランス法が先の臨時国
会で提出に至らなかった理由如何。 

 
１．昨年の臨時国会においては、与党での法案審査で、
本法案の性格や本法案において保護の対象とするフリ
ーランスの考え方について議論があり、さらに検討を
継続すべく法案の提出を見送ることとした。 

 
２．その後、政府において与党とも議論しながら、検討
を進め、 
・ 本法案は、従業員を使用せず一人の「個人」とし
て業務委託を受ける受注事業者と、従業員を使用し
て「組織」として事業を行う発注事業者との間の取
引について、交渉力などに格差が生じることを踏ま
え、下請代金支払遅延等防止法と同様の規制を行い、
その最低限の取引環境を整備するものであることや、 

・ フリーランスは、一般に特定の組織に属さず個人
で業務を行う者のことを言うが、今回の法案におい
て保護対象となるフリーランスについては、このう
ち、発注事業者から業務委託を受けるフリーランス
であることが明確になるよう、「特定受託事業者」
とすること 

といった点について、与党の了承を得て、国会に提出
したところ。 
 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 



問１―２ 

 

（参考１）令和４年12月13日後藤大臣 閣議後記者会見要旨

（抜粋） 

 

（問）フリーランスの新法について、今国会の提出がされな

いということになりましたけども、この提出されないことに

ついての受け止めと、提出されない理由について教えてくだ

さい。 

（答）フリーランス保護に関する法案については、さらに検

討を継続したいことから、今国会への提出を見送ることにい

たしました。働き方の多様化が進む中で、個人がフリーラン

スとして安定的に働ける環境を作ることは重要だと考えてお

りまして、取引関係の適正化・環境整備が必要だという考え

については、全く変わりはありません。 

 法案については、引き続き党でご議論いただきながら、党

で了承を得た上で、閣議決定し、国会に提出したいと考えて

います。 

 



問２―１ 

（対政府参考人） 

４月５日 衆・内閣委 稲富 修二 君 

問２（対政府参考人）．従業員を使用していない場
合、発注事業者は特定業務委託事業者に該当しない
ことから、不当な代金減額、買いたたき等が行われ
たとしても、本法案が適用されない。どのような救
済措置が考えられるか。また、本法案では、なぜ不
当な代金減額、買いたたき等の行為主体を「業務委
託事業者」ではなく「特定業務委託事業者」として
いるのか。 

 
１．本法案は、 
・ 従業員を使用せず一人の「個人」として業務委託
を受ける受注事業者と、 

・ 従業員を使用して「組織」として事業を行う発注
事業者との間において、 

交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適
正化等を図るものである。 

 
２．個人である発注事業者と特定受託事業者との取引は、
両者の間で、「組織」対「個人」の取引と同視し得る
ような、構造的に取引上の立場の優劣があるとまでは
いえない。 
また、事業者間における契約自由の原則の観点から、

事業者取引に対する規制、すなわち行政の介入は最小
限にとどめるべきである。 
よって、本法案の規制対象を当該取引にまで拡大す

ることは、本法案の立法趣旨に照らすと困難と考える。 
 



問２―２ 

３．なお、本法案において、書面等の交付による取引条
件の明示義務については、トラブルを予防し、特定受
託事業者に係る取引を適正化する点において、発注事
業者が個人であるか組織であるかで違いはなく、発注
事業者の利益にも適うことから、個人である発注事業
者と特定受託事業者との取引であっても規律の対象と
している。 

 
４．こうした取引条件の明示の義務付け等を通じて、個
人である発注事業者と特定受託事業者との取引も含め
た取引全般の適正化の機運醸成を図るとともに、その
状況を見定めてまいりたい。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

 



問３―１ 

（対政府参考人） 

４月５日 衆・内閣委 稲富 修二 君 

問３（対政府参考人）．特定業務委託事業者、特定受
託事業者、双方に対する十分な周知が必要であると
考えられる。特に、特定受託事業者のうち、特定の
組織に所属していない者に対する周知はどのように
行うのか。 

 
１．本法案は、いわゆるフリーランスの方々に業務委託
を行う発注事業者に対して、書面交付の義務を課すこ
と等により、フリーランスに係る取引の適正化等を図
るもの。 
これらの義務を実効的なものとし、フリーランスの

方々を適正に保護するためには、施行までの間に、こ
の法律の趣旨、内容について十分な周知が必要。 

 
２．周知については、議員御指摘のとおり、特定の組織
に所属していない個々のフリーランスに対する取組み
も非常に重要であると考えている。 

 
３．このため、周知に当たっては、特定の組織に所属し
ていない個々のフリーランスにも本法案の趣旨や内容
を御理解いただけるよう、動画配信による周知や、フ
リーランスを対象とした説明会、パンフレットの配布、
関係省庁のウェブサイトやＳＮＳへの掲載など、様々
な方法で、しっかりと周知活動を行ってまいりたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  





問４―２ 

 
３．さらに、本法案では、業務委託事業者等による命令
違反及び検査拒否等に対しては、50万円以下の罰金に
処するとの罰則規定が置かれている。 

 
４．これらの規定をしっかり運用することにより、本法
案の実効性を確保してまいりたい。 

 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

 

 

  



問４―３ 

（参考）本法案における各規制の対象・履行確保手段 

 

 



問５―１ 

（対後藤大臣） 
４月５日 衆・内閣委 稲富 修二 君 
問５（対大臣）．フリーランスという働き方につい
て、政府は後押しをするのか、中立の立場なのか、
消極的なのか。 

 
１ 政府としては、個人が多様な働き方の中から、それ
ぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できる環境
を整備することが重要であり、フリーランスという働
き方は、選択肢の一つであると考えている。 

 
２ 現に、「自分の仕事のスタイルで働きたい」、「働く
時間や場所を自由にしたい」といった理由から、フリ
ーランスとして働くことを積極的に選択する個人が多
数いるものと承知している。 

 
３ 一方で、事業者間取引（BtoB）において、業務委託
を受けるフリーランスの方々が、不当な不利益を受け
るといった取引上のトラブルが生じている実態がある
ことから、フリーランスの方々が安定的に働くことが
できる環境を整備することは重要である。 

 
 トラブルの例： 

・発注後において発注者の都合により、一方的に取引の発注数量が

減らされた又は発注が取り消されたこと 

・発注者からの報酬が支払期日までに支払われなかったこと 

  



問５―２ 

４ このため、今回の法律案では、 
① 取引の適正化を図るため、特定受託事業者に業務
委託をする事業者に対し、給付の内容の明示等を義
務付けるとともに、 

② 就業環境の整備を図るため、特定受託事業者に業
務委託をする事業者に対し、育児介護等に対する配
慮、ハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義
務付けること 

 等を盛り込んだところである。 
 
５ 本法律案により、フリーランスの方々が、不当な不
利益を受けることなく、安定的に働くことができる環
境を整えてまいりたい。 

 
６ なお、フリーランスとして働くことを希望しない方
にまでフリーランスという働き方を拡大していくこと
を意図するものではない。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問５―３ 

（参考１）成長戦略実行計画（令和２年７月17日閣議決定）（抄） 

 

第２章 新しい働き方の定着 

２．フリーランスの環境整備 

フリーランスについては、内閣官房において、関係省庁と連携し、

本年２月から３月にかけて、一元的に実態を把握するための調査を実

施した。その上で、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会

議において、政策の方向性について検討し、以下の結論を得た。 

多様な働き方の拡大、ギグエコノミーの拡大による高齢者雇用の拡

大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などの観点か

らも、個人がフリーランスを選択できる環境を整える必要がある。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、フリーラン

スとして働く人に大きな影響が生じており、発注のキャンセル等が発

生する中、契約書面が交付されていないため、仕事がキャンセルにな

ったことを証明できない、といった声もある。 

こうした状況も踏まえ、フリーランスとして安心して働ける環境を整備

するため、政府として一体的に、以下の保護ルールの整備を行う。 

 

  



問５―４ 

（参考２）衆・予算委員会（令和２年２月４日）国会会議録（抄） 

 

○笠井委員 いろいろな働き方があると言われましたけれども、この間、

正規から非正規雇用への置きかえが進んだのに加えて、今度は雇用に

よらない働き方がふえて、大きくさま変わりしているという状況であ

ります。 

  こうした働き方について、じゃ、今政府がどのように見ているかと

いうことでいいますと、総理が議長を務める未来投資会議が昨年十二

月十九日にまとめた中間報告で、そうした働き方について、組織の中

に閉じ込められ固定されている人を解放するもの、そういう見出しも

立てて、むしろ推奨をしている。それは間違いありませんね。 

 

○西村国務大臣 未来投資会議を担当しております私の方からお答え申

し上げます。 

  まさに委員御指摘のとおり、第四次産業革命が進む中で、インター

ネットを使ってさまざまな働き方が増加をしてきております。御指摘

のように、短期、単発の仕事を請け負って個人で働く新しい就業形

態、ふえているわけであります。時間があるときに兼業、副業でやる

方もおられれば、あるいは、高齢者の新たな就業形態の一つとしても

期待されているところでございます。 

  御指摘の未来投資会議におきまして、昨年十二月に、新たな成長戦

略実行計画策定に関する中間報告において、多様な働き方の一つとし

て、希望する個人が、希望する個人が個人事業主、フリーランスを選

択できる環境を整える必要があるという指摘をしているところであり

ます。 

  （後略） 

 

 



問５―５ 

（参考３）トラブルの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



問５―６ 

（参考４）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）① 

  

内閣官房が実施したフリーランス実態調査によれば、フリーラン

スという働き方を選択した理由について、 

・「自分の仕事のスタイルで働きたいため」と回答した者が６割 

・「働く時間や場所を自由とするため」と回答した者も４割 

となっている。 

 

 また、フリーランスという働き方の満足度については、 

・「仕事上の人間関係」、 

・「就業環境（働く時間や場所など）」、 

・「プライベートとの両立」 

などの項目で、７割以上が満足と回答しており、 

８割の者が「今後もフリーランスとして働き続けたい」としている。 

  



問５―７ 

（参考５）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）② 

 

  



問５―８ 

（参考６）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）③ 

  



問５―９ 

（参考７）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）④ 

 

 



問６―１ 

（対政府参考人） 

４月５日 衆・内閣委 稲富 修二 君 

問６（対政府参考人）．特定受託事業者の給付の内
容、報酬の額等を書面または電磁的方法により明示
すべきとある。例えば、フードデリバリーの場合
は、飲食店＝委託事業者、配達人＝受託事業者とな
る場合には、どのような明示の仕方を想定している
のか。 

【注】

 

 
１．本法案において取引条件の明示を義務づける趣旨は、 
・ 業務委託当初から取引条件を明確にさせて後々の
トラブルを未然に防止すること 

・ 取引上のトラブルが生じた場合には取引条件に係
る証拠として活用し得ること 

にあり、これにより特定受託事業者が安心して取引で
きる環境の整備が期待できる。 

 
２．明示すべき事項について、現時点においては、第３
条第１項に明記されている給付の内容、報酬の額、支
払期日のほか、「受託・委託者の名称」、「業務委託を
した日」、「給付の提供場所」、「給付の期日」等を想定
しているところである。 

 



問６―２ 

３．例えば、飲食店が飲食物の配達を配達人に業務委託
した場合には、当事者の名称、料理を受け取る場所、
料理の配達先、配達する日時、報酬の額などを明示す
ることとなる。 
なお、飲食店が仲介事業者を介して、配達人にこれ

らの事項を明示することも認められる。 
 
４．なお、明示すべき事項の具体的な内容については、
本法案が成立した場合には、施行までの間に、関係者
の意見をよく聞きながら定めることとしたい。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

 





問７―２ 

２．フードデリバリープラットフォーム事業者について
は、事業者によって飲食店や配達人との契約関係が異
なっているものと承知している。本法案においては、 
・ 自らがフリーランスへの発注事業者となる場合
（再委託型）には、その事業者とフリーランスの間
に「業務委託」があることから、本法案の規制対象
である「特定業務委託事業者」に該当する。 

・ また、単に、発注事業者とフリーランスとの間の
業務委託契約をあっせんしている場合には、契約形
態上は「業務委託契約」に該当しないが、 

・ 契約形態だけでなく取引実態も踏まえて総合的に
判断した結果、実質的にその事業者が「業務委託」
を行っていると評価できる場合には、本法案におけ
る規制対象である「特定業務委託事業者」に該当す
ることとなる。 

（注）実質的に「業務委託」に該当するかは、①委託内容への

関与の状況、②金銭債権の内容・性格、③債務不履行時の責

任主体等を総合的に考慮した上で、業務委託主体としての実

質を備えているかを判断することとなる。 
 
３．なお、（取引実態を踏まえても、）フードデリバリー
プラットフォーム事業者が「特定業務委託事業者」に
該当しない場合であっても、その事業者を利用して業
務委託を行う発注事業者とフリーランスとの間の取引
は本法案の規律の対象であり、当該取引に問題がある
場合には、フードデリバリープラットフォーム事業者
に対する調査の実施を含め、適切に対応を行っていく
こととなる。 

 



問７―３ 

更問１．今回の法案による規制に限らず、フードデリ

バリープラットフォームサービスという業の在り方

について検討していくべきではないか。 

 
１．フードデリバリープラットフォーム事業者に係る政
策対応の必要性については、食品産業を所管する農林
水産省や運送事業を所管する国土交通省など関係する
省庁に問題意識を伝え、適切に対応してまいりたい。 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問７―４ 

（参考１）フードデリバリーサービス市場 需要予測 

（株式会社ＩＣＴ総研） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 









問８―２ 

３．他方、フリーランスが安全に、健康を確保しつつ働
ける環境の整備は大変重要であり、現在、厚生労働省
において「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり
方に関する検討会」を開催し、幅広くご議論いただい
ているところであり、その議論を踏まえて必要な対応
を検討していきたい。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問８―３ 

 参考資料１ 





問８―５ 

 参考資料２-２ 





問９―２ 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博已 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問９―３ 

（参考１）公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七

年法律第十八号） 

 

（発注者等の責務）  

第七条 発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共

工事の品質が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手

の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、公共工事等の仕様

書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法

の選択、契約の相手方の決定、工事等の監督及び検査並びに

工事等の実施中及び完了時の施工状況又は調査等の状況（以

下「施工状況等」という。）の確認及び評価その他の事務

（以下「発注関係事務」という。）を、次に定めるところに

よる等適切に実施しなければならない。 

 一 公共工事等を実施する者が、公共工事の品質確保の担い

手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利潤

を確保することができるよう、適切に作成された仕様書及

び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場に

おける労務及び資材等の取引価格、健康保険法等の定め

るところにより事業主が納付義務を負う保険料、公共工事

等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金

額を担保するための保険契約の保険料、工期等、公共工事

等の実施の実態等を的確に反映した積算を行うことにより、

予定価格を適正に定めること。 

 

 




